
　国税の振替納税を利用する場合には、事前に税務署又は希望する金融機関に振替依頼書を書面で提出す
る必要がありましたが、令和３年１月から、オンライン（e-Tax）で提出できます。
　お手持ちのパソコン、スマートフォンから e-Tax を使って簡単な操作で提出できます。

◉納税者ご自身名義の預金口座のみがご利用できます。
　※　事業用口座（屋号付きの口座）は原則としてご利用することはできません。
◉申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税（個人事業者）の２税目の振替納税を希望さ
　れる場合には、１税目ごとに手続が必要となります。
◉振替依頼書のオンライン提出は、システム事業者及び金融機関の提供するセキュリティに保護された
　外部サイトを利用します。

　オンライン提出が利用できる金融機関と預金口座の種類等については、国税庁ホームペー
ジにある「オンライン提出利用可能金融機関一覧（振替納税）」をご確認ください。
（注）　「オンライン提出利用可能金融機関一覧（振替納税）」に記載のない金融機関では、オンラ
　　イン提出ができませんので、書面の振替依頼書を作成の上、金融機関又は税務署に提出
　　してください。

ご利用に当たっての注意事項ご利用に当たっての注意事項

◉期限内に申告された確定申告分及び中間申告分

◇申告所得税及び復興特別所得税
◉期限内に申告された確定申告（３期）分及び延納分　　◉予定納税（１期、２期）分

◇消費税及び地方消費税（個人事業者）

利用可能税目利用可能税目

利用できる金融機関利用できる金融機関

書類に必要事項を記入し、
金融機関届出印を押印

金融機関又は税務署に
書面で提出不要！

振替依頼書記載不要！

金融機関届出印不要！

電子証明書不要！
金融機関又は税務署に
書面で書類を提出
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　こちら

令和３年１月から
 Webで完結

書面では オンラインでは

    振替依頼書が
　　 オンラインで 
　　 　提出できます!!
    振替依頼書が
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申し込み手順
❶ 事前準備
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詳しくは
こちら⬇

ダイレクト納付届出書もオンライン申請で提出ができますダイレクト納付利用届出書もオンラインで提出できます
　個人の方は、ダイレクト納付利用届出書も令和３年１月から、お手持ちのパソコン、
スマートフォンからｅ－Tax を使って簡単な操作で提出できます。
　詳しくは国税庁ホームページにある「ダイレクト納付の手続」をご覧ください。

◉利用者識別番号をお持ちでない方は、e－Tax の利用開始手続にて利用者識別番号を取得
　（即時発行されます）
◉金融機関名・支店名・口座番号などが確認できるもの（通帳・キャッシュカードなど）
◉金融機関の手続に必要な情報（暗証番号、通帳記載の最終取引残高、生年月日など）
　（注）　必要な情報は、金融機関により異なりますので、ご利用の金融機関ホームページ等でご確認ください。

ｅ－Ｔａｘ利用時間ｅ－Ｔａｘ利用時間
◉月曜日～金曜日（休祝日及び 12月 29日～１月３日を除きます。）の 24時間
　（注）　休祝日の翌稼働日は８時 30分からご利用いただけます。
◉毎月の最終土曜日及び翌日の日曜日の８時 30分～ 24時
　（注）　利用可能時間については、メンテナンス作業等により変更する場合や、時期により延長する場合が
　　　ありますので、事前にｅ－Ｔａｘホームページでご確認ください。

申し込み入力画面
　ご自身の氏名、住所、税務署名及び口座名義
等を入力します。
（注）　入力画面に表示される注意事項等は必ずご確認の上、
　　入力してください。

❷ e-Taxで入力

❹ 「提出」ボタンを押して送信

　金融機関を選択し、手続に必要な情報を
入力します。

❸ 金融機関のサイトで入力

　送信する前に、画面に表示された振替依
頼書情報を確認してください。

❺ 受付メッセージの受信
　受信通知がメッセージボックスに格納
されますので、必ずご確認ください。

※　利用者認証後、e-Tax に戻ります。


